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国民負担率

アジサイ

日

土

月
火
水
木
金

7

13

8
9
10
11
12

21

27

22
23
24
25
26

・
・

日

土

月
火
水
木
金

・

6

1
2
3
4
5

14

20

15
16
17
18
19

28

・

29
30

・
・
・

・
・
・
・
・

6月の税務と労務6月 （水無月）JUNE

国　税／5月分源泉所得税の納付 
 6月10日
国　税／所得税の予定納税額の通知 
 6月15日
国　税／ 4月決算法人の確定申告（法

人税・消費税等） 6月30日
国　税／10月決算法人の中間申告 
 6月30日
国　税／ 7月、10月、1月決算法人の消

費税等の中間申告（年3回の
場合） 6月30日

地方税／ 個人の道府県民税及び市町
村民税の納付（第1期分） 
 市町村の条例で定める日

労　務／ 健康保険・厚生年金保険被
保険者賞与支払届 
 支払後5日以内

労　務／ 児童手当現況届（市町村役
場に提出） 　6月30日

　租税負担及び社会保障負担を合わせた公的負担の国民所得に対
する比率。財務省によると、2020年度は44.6％と過去最高の見通
しです。なお、OECD加盟国と2017年実績で比べると、日本（43.3％）
は比較可能な35 ヵ国のうち下から9番目で、最高はルクセンブル
グの93.7％、最低はメキシコの21.1％です。



６月号─2

　

K
信
用
金
庫
支
店
長
・
S
氏
（
神

奈
川
県
）
は
自
社
の
現
状
に
つ
い

て
、「
貸
し
出
し
先
を
探
す
の
に
苦

労
し
て
い
る
。
私
の
支
店
は
今
や
預

貸
率
が
五
〇
％
を
切
っ
て
い
る
。」

そ
し
て
、「
こ
こ
に
き
て
不
良
債
権

の
方
は
一
％
を
超
え
て
き
て
い
る

…
。
し
か
し
以
前
の
評
判
の
悪
か
っ

た
貸
し
は
が
し
等
を
す
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
。」
と
話
し
ま
す
。

　

金
融
機
関
と
付
き
合
い
の
あ
る
中

小
企
業
経
営
者
の
方
は
、
自
社
の
健

全
性
保
持
の
た
め
に
は
金
融
機
関
の

今
後
の
融
資
姿
勢
や
融
資
動
向
等
を

把
握
し
て
お
く
べ
き
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
課
題
を
読
み
解
く
カ
ギ
に
な

る
の
が
、
昨
年
十
二
月
に
発
表
さ
れ

た
金
融
庁
の
「
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
廃

止
後
の
融
資
に
関
す
る
検
査
・
監
督

の
考
え
方
と
進
め
方
」
で
す
。

一　

金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
な
ぜ

廃
止
さ
れ
る
の
か
？

　

金
融
機
関
の
融
資
姿
勢
に
影
響
大

で
あ
っ
た
「
金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア

ル
」（
以
下
、検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
）が
、

な
ぜ
廃
止
に
な
っ
た
の
か
、
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
、
過
去
に
遡
っ
て
考
え

る
こ
と
に
し
ま
す（
次
頁
表
参
照
）。

　

一
九
九
九
年
七
月
に
策
定
さ
れ
た

「
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
は
、
バ
ブ
ル

経
済
の
後
始
末
は
で
き
て
い
る
の

か
、
こ
の
ま
ま
の
貸
出
を
行
っ
て
い

て
金
融
機
関
が
、
自
身
の
健
全
性
を

保
つ
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
危

惧
の
も
と
に
作
ら
れ
ま
し
た

金
融
庁
の
こ
れ
ま
で
の
考
え
方

　

不
良
債
権
の
処
理
が
最
優
先
課
題

で
あ
っ
た
二
〇
〇
〇
年
代
前
半
ま
で

は
、
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
い
て

個
別
の
貸
出
に
つ
い
て
の
自
己
査
定

や
償
却
・
引
当
の
適
切
性
を
検
証
し

最
低
資
本
比
率
の
充
足
状
況
を
確
認

す
る
最
低
基
準
検
証
が
取
組
み
の
中

心
で
し
た
。

　

つ
ま
り
、
金
融
機
関
が
融
資
実
行

に
あ
た
っ
て
は
債
務
者
区
分
（
融
資

先
を
区
分
）を
行
っ
た
上
で
、担
保
、

保
証
の
有
無
等
を
ベ
ー
ス
に
債
権
を

分
類
し
、
貸
倒
引
当
金
を
算
出
す
る

方
法
で
金
融
機
関
の
最
低
資
本
比
率

を
守
る
（
金
融
機
関
の
健
全
性
の
維

持
）
こ
と
を
義
務
づ
け
た
の
で
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
金
融
機
関
は
融
資
に

当
た
り
、「
金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル

（
別
表
）」
に
お
け
る
債
権
分
類
基
準

（
要
約
は
最
後
に
注
記
し
て
あ
り
ま

す
の
で
、
ご
参
照
下
さ
い
）
を
参
考

に
融
資
を
実
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　

こ
れ
は
簡
単
に
言
い
ま
す
と
回
収

を
最
優
先
し
た
貸
出
し
で
あ
り
、
金

融
機
関
が
リ
ス
ク
を
取
ら
な
い
形
式

的
な
方
法
で
す
。
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル

に
よ
り
、
過
去
の
業
績
重
視
の
融
資

姿
勢
が
二
〇
年
間
も
続
い
た
こ
と

は
、
事
業
経
営
者
か
ら
見
る
と
不
可

思
議
な
こ
と
で
す
。

　

一
般
経
済
常
識
か
ら
外
れ
た
検
査

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
弊
害
が
出
て
く
る
の

は
当
然
で
す
。

金
融
庁
「
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
廃
止
後

の
融
資
に
関
す
る
検
査
・
監
督
の
考

え
方
と
進
め
方
」

①　

担
保
・
保
証
へ
の
過
度
な
依

存
、
貸
出
先
の
事
業
の
理
解
、
目

利
き
力
の
低
下
と
い
っ
た
融
資
行

動
へ
の
影
響
が
生
じ
た
（
こ
れ
に

対
し
、
バ
ブ
ル
以
前
に
は
、
運
転

資
金
、
設
備
資
金
等
の
資
金
使
途

や
返
済
財
源
に
着
目
し
、
将
来
の

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
を
重
視
し
た

融
資
が
行
わ
れ
て
い
た
と
の
指
摘

が
あ
る
）。

②　

過
去
の
貸
出
実
績
の
み
に
依
拠

し
て
引
当
を
見
積
る
実
務
が
定
着

し
た
結
果
、
金
融
機
関
が
認
識
し

て
い
る
将
来
の
貸
倒
れ
の
リ
ス
ク

を
引
当
に
適
切
に
反
映
さ
せ
る
こ

と
が
難
し
く
な
っ
た
（
個
々
の
貸

出
先
の
債
務
者
区
分
の
変
更
に
よ

り
引
当
額
を
増
減
さ
せ
る
実
務
で

は
将
来
の
リ
ス
ク
を
適
切
に
反
映

さ
せ
る
こ
と
が
難
し
い
）。

　

つ
ま
り
、
金
融
機
関
の
一
九
九
九

年
以
前
の
融
資
に
つ
い
て
、
適
切
な

「
貸
出
先
企
業
の
将
来
の
キ
ャ
ッ
シ

ュ
フ
ロ
ー
を
重
視
し
た
」
リ
ス
ク
テ

イ
ク
を
と
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
認

め
て
い
ま
す
。

二　

金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
廃
止
後

の
検
査
・
監
督
の
進
め
方

　

で
は
、
金
融
庁
は
検
査
マ
ニ
ュ
ア

ル
廃
止
後
、ど
の
様
に
考
え
る
の
か
。

金融検査
マニュアル

の
廃
止
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①　

金
融
機
関
が
自
ら
の
経
営

理
念
を
出
発
点
と
し
て
、
こ

れ
を
整
合
的
な
形
で
経
営
戦

略
や
各
方
針
を
策
定
し
、
そ

れ
に
即
し
た
形
で
の
将
来
を

見
通
し
た
信
用
リ
ス
ク
の
特

定
・
評
価
や
、
自
己
査
定
・

償
却
・
引
当
へ
の
反
映
を
行

い
や
す
く
し
て
い
く
。

②　

融
資
に
つ
い
て
、
担
保
・

保
証
か
ら
の
回
収
可
能
性
だ

け
で
な
く
、
将
来
の
キ
ャ
ッ

シ
ュ
フ
ロ
ー
に
基
づ
く
返
済

可
能
性
に
も
着
目
し
て
金
融

仲
介
機
能
を
発
揮
し
よ
う
と

す
る
金
融
機
関
の
取
組
み
を

妨
げ
な
い
。

　

金
融
庁
の
考
え
方
に
は
、
現
在
で

は
多
く
の
金
融
機
関
に
お
い
て
最
低

自
己
資
本
比
率
の
面
で
は
お
お
む
ね

充
足
さ
れ
た
と
の
認
識
が
背
景
に
あ

り
ま
す
。

　

一
方
、
人
口
減
少
や
高
齢
化
の
進

行
、
国
内
市
場
の
縮
小
、
世
界
的
な

低
金
利
環
境
の
持
続
等
を
通
じ
た
競

争
下
で
、
金
融
機
関
の
経
営
環
境
は

厳
し
さ
を
増
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
環
境
の
下
で
は
、
適
切
な
リ
ス

ク
テ
イ
ク
を
通
じ
た
収
益
性
の
確
保

な
し
に
は
健
全
性
を
確
保
で
き
ず
、

各
金
融
機
関
の
自
助
努
力
の
上
で
運

営
す
る
よ
う
求
め
て
い
ま
す
。

　

以
上
が
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成

時
か
ら
廃
止
へ
の
流
れ
で
す
。

三　

今
後
の
金
融
機
関
の
中
小
企
業

貸
出
し
に
つ
い
て

　

金
融
庁
の
検
査
・
監
督
の
方
向
性

か
ら
金
融
機
関
の
貸
出
は
ど
の
よ
う

に
変
わ
っ
て
い
く
の
か
手
探
り
の
状

態
で
す
が
、
A
氏
は
個
人
的
見
解
と

し
た
上
で
、
こ
う
話
し
ま
す
。

①　

金
融
機
関
が
二
〇
年
以
上
続
け

て
き
た
融
資
姿
勢
は
一
気
に
は
変

ら
な
い
。
し
か
し
、
変
え
よ
う
と

し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
経
営

者
は
複
数
行
を
粘
り
強
く
歩
く
必

要
が
あ
る
。

②　

三
ヵ
月
先
、
あ
る
い
は
六
ヵ
月

先
の
自
社
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー

を
説
明
す
る
資
料
（
資
金
繰
り

表
）
を
作
成
し
、
経
営
者
自
身
が

説
明
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

③　

②
と
重
複
す
る
こ
と
に
な
る

が
、
赤
字
、
黒
字
企
業
を
問
わ
ず

正
常
な
運
転
資
金
の
確
保
を
最
優

先
に
し
た
経
営
を
行
う
こ
と
。
こ

の
た
め
に
負
担
の
重
い
長
期
借
入

金
の
軽
減
を
図
る
こ
と
（
長
期
借

入
金
の
一
本
化
等
）。

注　

金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル（
別
表
）

の
枠
組
み
は
、融
資
先
（
債
務
者
）

を
正
常
先
、
要
注
意
先
（
要
注
意

先
債
務
者
の
う
ち
「
三
ヵ
月
以
上

延
滞
債
権
」
又
は
「
貸
出
条
件
緩

和
」の
者
を
要
管
理
先
と
す
る
）、

破
綻
懸
念
先
、
実
質
破
綻
先
及
び

破
綻
先
に
区
分
す
る
。
そ
し
て
、

正
常
先
、
要
注
意
先
（
要
管
理
先

を
含
む
）
に
つ
い
て
は
、
債
務
者

区
分
毎
の
債
権
額
に
対
し
て
予
想

損
失
額
を
確
定
し
、
そ
の
金
額
に

相
当
す
る
額
の
貸
倒
引
当
金
を
計

上
す
る
。

　
　

破
綻
懸
念
先
、
実
質
破
綻
先
、

破
綻
先
に
つ
い
て
は
個
別
債
務
者

毎
の
回
収
不
能
見
込
額
に
貸
倒
引

当
金
を
計
上
す
る
よ
う
に
し
て
い

る
。

　
　

つ
ま
り
、
融
資
先
に
対
し
財
務

内
容
の
良
、
不
良
を
区
分
し
貸
倒

引
当
金
を
積
め
と
い
う
も
の
。
ま

た
、
も
う
一
つ
の
基
準
は
、
融
資

に
当
た
り
回
収
の
可
能
性
（
担
保

の
裏
付
け
）
を
考
慮
し
、
貸
倒
引

当
を
し
ろ
と
い
う
主
旨
の
も
の
に

な
っ
て
い
る
。

〈表〉金融検査マニュアル廃止への経緯

１　バブル崩壊後の検査・監督の考え方・進め方 年　月
　①不動産関連融資への総量規制の行政指導 1990.３
　②大手証券会社、都市銀行の破綻 1997
　③金融システム維持のために民間金融機関へ「公的資金」注入 1998.３
　④複数の長期信用銀行の破綻 1998

２　金融機関の現状と課題に合わせた検査・監督の考え方・進め方 年　月
　①「金融検査マニュアル」公表 1999.７
　②「金融検査マニュアル」（中小企業版）公表 2002.６
　③「金融検査マニュアル別冊」（事例20）公表 2015.１
　④「金融検査と監督の考え方と進め方」マニュアル廃止を明記 2018.６
　⑤「金融システムの安定を目標とする検査・監督の考え方と進め方（健全性基本方針）」公表 2019.３
　⑥「金融検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」公表 2019.12
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　長年、小規模事業者の経営を見ているコ
ンサルタントA氏は、次のように話します。
　「経営の持続に必要なことは、資金繰り
を安定させることである。そして、業績は
預金の増加に出てくるものだ」と。
　経営を短期的に見るときは、より資金繰
りが重要となります。では、資金繰り重視
の経営を行う（資金収支を把握して経営す
る）方法について簡単に説明します。
　具体的には、今後2か月間の資金収支見
込額を把むことで、3か月先、さらに半年
先の打つべき手が見えてきます。
見込額からみて今後の経営が厳しい場合
イ　役員報酬は生活費プラスαに削減
ロ　不要不急の資産の処分・換金
ハ　雇用調整助成金等の申請
ニ　銀行へ証書借入金の元金停止の相談
　上記のことを踏まえても資金不足の場合

は、以下を行います。
ホ　金融機関と保証協会へ追加借入を依頼
ヘ　取引先に手形期間の延長
　なお、給与カットはしないこと、街金・
融通手形は厳禁です。また友人・知人・親
戚からの安易な借入れは避けてください。
　以下の〈資金収支の概算について〉を参
考に、是非、ご自身で資金収支の計算を行
ってみてください。

〈資金収支の概算について〉
①　預金残高の概数を把握
②　月平均の固定費（人件費＋家賃等物件
費）×2か月分
③　今後2か月間の予想粗利益額の算定
　　（月商－月仕入・材料費・外注費）×2
か月分
④　運転資金の収支予想額の算定
　　（売掛金回収額＋在庫換金削減額－買
掛金・支払手形額）×2か月分
⑤　今後2か月間の借入金の返済額
　今後2か月間の資金収支計算は、①－②
＋③＋④－⑤＝2か月後の預金残高予想額

資金繰りをつけるに 
当たっての注意点

　「0.02％」。この数字は何を意味するか、
お分りでしょうか。
　創業30年後に生存している企業の確率
です。
　F社長は、自身の会社が50年間やって
こられた理由を次のように言います。
　「創業以来、端子（電子部品）盤メーカー
として一業に専心してきたことと、人のご
縁を大切にしてきた」、「とくに人のつなが
りは最も大切にしている」
　F社長の保有する名刺は11,500枚。な
かには、長期間懇意にしている得意先A社
だけで269枚。このような具合で、得意
先1社だけで10枚以上あることも珍しく
ありません。
　同社の営業マンを得意先に行かせるとき
は、①行き先の会社から頂いた束になった
名刺を持たせる→②営業マンは初対面の担
当者にそれを見せる→③担当者は自社の歴
史を振り返り、思わず笑顔になるそうです。

人との縁　
社
長
就
任
後
二
年
目
の
甲
さ
ん
。

　
甲
さ
ん
は
二
五
歳
で
父
親
（
現
在

は
会
長
）
の
会
社
に
入
社
。

　
入
社
し
て
一
八
年
間
、
会
社
内
で

リ
ー
ダ
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シ
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発
揮
で
き
る
よ

う
に
な
り
、
徐
々
に
事
業
承
継
の
準

備
が
完
了
す
る
と
思
っ
た
頃
。

　
甲
さ
ん
が
父
親
に
社
長
交
代
の
話

を
す
る
と
、
即
、
却
下
。
父
親
は
甲

さ
ん
に
、「
乙
（
父
親
の
妹
で
会
社

の
経
理
責
任
者
）
の
信
頼
を
獲
得
せ

よ
」
と
の
課
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を
つ
き
つ
け
ら
れ
ま

し
た
。
二
人
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、
入
社
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の
犬
猿

の
仲
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そ
う
こ
う
し
て
い
る
時
に
、
甲
さ

ん
は
、
知
り
合
い
の
ボ
ク
シ
ン
グ
ジ

ム
で
四
人
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
経
験
者

か
ら
話
を
聞
く
機
会
が
あ
り
ま
し

た
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共
通
す
る
の
は
〝
俺
達
は
闘
争

心
だ
け
で
は
な
れ
な
か
っ
た
、
感
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が
あ
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て
こ
そ
頂
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に
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甲
さ
ん
は
猛
省
、
乙
さ
ん
に
お
詫

び
と
感
謝
を
伝
え
ま
し
た
。そ
の
後
、

晴
れ
て
社
長
に
就
任
し
ま
し
た
。

闘
争
心
と
感
謝
心


